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第１章 計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨と背景 

 

 平成元年（1989年）、国際連合において「児童の権利に関する条約」が採択されました。

日本においても平成6年（1994年）にこの条約を批准し、条約の理念の実現を目指して、

さまざまな立法や行政措置を進めています。 

また、平成28年には「児童の権利に関する条約」を基本理念として、子どもが権利の主

体であることを明確にした改正児童福祉法が成立しました。国内法に「児童の権利に関する

条約」が明記されたのは日本が同条約を批准して以来、初めてのことで、子どもの権利保障

の推進の大きな一歩です。 

 条約の理念の実現には、国だけではなく、子どもの生活に一番身近な地方自治体も子ども

の施策として取り組むことが大切です。 

 北広島市では、条例によって子どもの権利を定め、その条例に基づき子どもの施策を進め

ることとし、平成24年に北広島市子どもの権利条例（以下「子どもの権利条例」といいま

す。）を制定しました。子どもの権利条例は、基本的人権の尊重を定めている「日本国憲法」

と「児童の権利に関する条約」の理念に基づき、市としての子どもの権利に関する基本的な

考え方を定めた条例です。 

 本計画は、子どもの権利条例の理念の実現を目指して策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、子どもの権利条例第25条に基づく、子どもの権利に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための計画であり、本市の取組みを示すとともに、家庭や学校、施設、地

域の取組みを推進するものです。 

また、他の計画との関係では「北広島市総合計画（第５次）」を上位計画とし、「北広島市

子ども・子育て支援プラン」などの計画との連携、整合性を図り策定します。 

 なお、本計画において、「子ども」とは、子どもの権利条例第２条第１号に規定する子ど

もとします。 

 

３ 計画の期間 

 

 本計画の期間は、平成30年度から32年度までとします。 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

         

         

         
 

第 2期計画平成28年度 

第 3期計画平成28年度 策定 

第 1期計画平成28年度 



第２章 意識調査からみる子どもを取り巻く現状 

 

 計画の策定にあたって、子どもの実態・意識を把握し、計画を策定する際の基礎資料とす

るため、下記のとおりアンケート調査（子どもに関する実態・意識調査）を実施しました。 

 調査の内容とその結果については、参考資料に掲載しています。 

 

項目 区分 配付数 回収数 回収率 

調査対象 

小学４年生か

ら６年生まで 
298票 130票 43.6％ 

中学生以上 

高校３年相当

年齢まで 

702票 224票 31.9％ 

合計 1,000票 354票 35.4％ 

対象者の 

抽出方法 
住民基本台帳からの無作為抽出 

調査期間 平成 29年 11月 21日～12月 8日 

調査方法 郵送による配付・回収 

 

  



１ 子どもの権利条例について 

 

子どもの権利条例についての認知度は 31.1％の子どもが「見たり来たりしたことがあ

る」と回答しました。その認知経路は「学校の授業」や「子どもの権利相談カード」が多

数でした。 

 

【問 15】あなたは、子どもの権利条例について、見たり聞いたりしたことがありますか。 

 

 

 



２ 子どもの参加について 

 

  子どもが自分の考えや思いがあるときに、意見を言うことができるかについての問いに

対し、「言うことができる」「だいたい言うことができる」と回答があった子どもの割合は

前回調査よりも増加しています。特に「家族の中の大事な物事やルールについて」の意見

表明についての割合は大きく増加しています。 

しかし、「地域で行うお祭りやボランティア活動などについて」は、「あまり言うことが

できない」の割合が他の項目と比べて高くなっており、子どもの意見表明・参加が必ずし

も十分でないことがうかがえる結果となっています。また、この項目については「とくに

言いたいことがない」も高い割合を示しており、子ども自身が地域の活動に参加する意識

については高くないということがうかがえます。 

 

【問 16】あなたは、次のことがらについて、自分の考えや思いがあるときに、それを言う

ことができますか。 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学生以上 

 

 

 

 

３ 子どものふだんの生活について 

 

(1) 子どもの自己肯定感について 

  自分のことをどう思うかについての問いに対し、小学生、中学生以上とも、「自分を大

切に思ってくれる人がいる」「ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい」につい

て、「そう思う」「まあそう思う」の合計は80％を超える結果となりました。 

また、中学生以上で「自分のことが好きだ」「自分は他人から必要とされている」につ

いて「そう思う」「まあそう思う」と回答している割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【問7】あなたは自分自身のことについて、どのように思っていますか。 

小学生 

 

 

中学生以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  また、様々な場面で自分の考えや意見を「言うことができる」子どもは「自分のことが

好きだと思う」と回答する割合が高くなっています。子どもが自分の考えや思いを言うこ

とができると感じるか否かが子どもの自己肯定感に影響を与えていることがうかがえる

結果となりました。 

 

 

 

 さらに、保護者が「自分の話を真面目に聞いてくれない」、「自分をけなしたり、ばかに

したりする」ことがあると感じている子どもは「自分のことが好きだと思わない」と回答

する割合が高くなっており、保護者の態度が子どもの自己肯定感に影響を与えていること

がわかります。 

 


